
インボイス制度開始に伴う謝金の「依頼内容の確認書」の作成について

１０月からインボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始され、報酬にあたる謝金についても適用され適格請求書の保存が必要になります。

該当する謝金は、諸謝金基準単価表の消費税区分が「課税」となっている謝金（報酬的謝金）で、
「講演謝金」、「指導・助言・実技・実習等謝金」、「審査謝金」、「原稿謝金」、「原稿校閲謝金」、「翻訳謝金」などです。
（単純労務謝金・講義謝金(授業)・委嘱契約ありの会議出席謝金は該当しません。）

講演者等が適格請求書発行事業者でない場合、消費税の仕入税額控除が出来なくなります。
通常、講演者等から請求書を受領している訳ではありませんので、このままでは経過措置の適用も不可となってしまいます。

そのため、適格請求書に代わるものとして、通常行っている講演者への講演依頼や依頼内容の確認・打合せの際に下記の「依頼内容の確認書」を作成いただき、
双方で確認のうえ保存しておくことで、この書類をもって経過措置の適用が可能となり、消費税の仕入税額控除を受けることができますので、
よろしくお願い致します。

「依頼内容の確認書」については、以下の記載内容と先方の承諾が必要となります。
 先方の承諾については一定期間の間に連絡が無い場合は承諾したものとする記載をしておくことによって、期間の経過で承諾があったものと見なすことができます。




